
《
論
　
　
説
》フ

ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
女
子
受
刑
者
処
遇
の
現
在
（
い
ま
）

―
―
子
ど
も
の
い
る
女
子
受
刑
者
の
処
遇
（「
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
」）
を
中
心
に
し
つ
つ
―
―

齋　
　

藤　
　
　
　
　

実

１　

は
じ
め
に

　

受
刑
者
処
遇
と
い
え
ば
男
子
受
刑
者
処
遇
を
示
す
、
と
い
う
の
は
暗
黙
の
う
ち
に
世
界
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

の
た
め
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に
着
目
し
た
処
遇
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
女
子
受
刑
者
処
遇
は
男
子
受
刑
者
処

遇
の
延
長
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
、
イ
ギ
リ
ス
や
北
欧
諸
国
な
ど
幾
つ
か
の
国
々
で
は
、
女
子
受
刑
者
の

特
徴
に
着
目
し
た
処
遇
が
行
わ
れ
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
務
省
で
は
、
二
〇
〇
八
年
（
平
成
二
〇
年
）、
女
子
受
刑

者
の
特
徴
に
着
目
し
そ
の
幅
広
い
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
、
管
理
体
制
及
び
収
容
環
境
に
関
し
て
定
め
た
刑
務
所
庁
規
則
（Prison 

Service O
rder

刑
務
所
運
営
に
関
す
る
強
制
力
を
持
っ
た
訓
令
）
四
八
○
○
「
女
子
被
収
容
者
」
を
発
布
し
て
い
る
。

　

翻
っ
て
日
本
の
状
況
を
見
る
と
、
日
本
で
も
受
刑
者
処
遇
の
中
心
は
男
子
受
刑
者
処
遇
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
主
流
を
占
め
て
い
た

こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
の
た
め
、
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に
配
慮
し
た
処
遇
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
最
大
の
理
由

は
、
女
子
受
刑
者
の
受
刑
者
全
体
に
占
め
る
割
合
が
低
い
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
度
末
受
刑
者
人
員

（
1
）
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は
男
子
受
刑
者
が
五
万
八
九
五
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
子
受
刑
者
は
四
四
二
一
人
で
、
全
受
刑
者
の
中
に
占
め
る
女
子
受
刑
者
の

割
合
（
女
子
比
）
は
八
・
一
％
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
近
年
、
日
本
で
も
、
徐
々
に
、
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に
配
慮
し
た
処
遇
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
始
め
て
い
る
。
二
〇
一
二

年
（
平
成
二
四
年
）
七
月
に
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対
策
」
の
中
で
、「
女
子
特
有
の
問
題

に
着
目
し
た
指
導
及
び
支
援
」
が
重
要
施
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
か
つ
て
平
成
四
年
版
犯
罪
白
書
で
「
女
子
と
犯
罪
」

が
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
が
、
平
成
二
五
年
版
犯
罪
白
書
で
「
女
子
と
犯
罪
・
非
行
」
が
再
度
特
集
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
特
集
の
中
で
は
、
先
の
「
再
犯
防
止
に
向
け
た
総
合
対
策
」
を
受
け
て
、「
女
子
特
有
の
問
題
に
着
目
し
た
指
導
・
支
援

の
充
実
及
び
再
犯
防
止
に
向
け
た
基
礎
資
料
と
し
て
提
供
」
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
堂
本
元
千
葉
県
知
事
を
委

員
長
と
す
る
「
女
子
刑
務
所
の
あ
り
方
研
究
委
員
会
」
が
立
ち
上
が
る
と
と
も
に
、
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
法
務
省
内
で
は
女

子
刑
務
官
の
育
成
・
過
剰
収
容
対
策
・
運
営
体
制
の
整
備
・
女
子
受
刑
者
の
特
性
に
応
じ
た
処
遇
の
充
実
等
を
内
容
と
し
た
「
マ
ー
ガ

レ
ッ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
が
策
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
、
女
子
受
刑
者
処
遇
は
に
わ
か
に
注
目
さ
れ
始
め
て
い

る
。

　

本
稿
で
は
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
が
大
き
な
転
換
期
に
入
り
つ
つ
あ
る
今
、
そ
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
際

に
、
一
つ
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
は
、
諸
外
国
の
試
み
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
の
北
欧
諸
国
で
は
、

先
進
的
な
取
り
組
み
が
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
国
々
の
中
で
も
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
女
子
受
刑
者
処
遇
を
紹
介
し
た
い
。

同
国
で
は
、
女
子
受
刑
者
処
遇
に
力
を
入
れ
始
め
、
特
に
、
子
ど
も
の
い
る
女
子
受
刑
者
を
そ
の
子
ど
も
と
一
緒
に
生
活
を
さ
せ
両
者

の
関
係
作
り
を
目
指
し
て
処
遇
す
る
（
以
下
「
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
い
う
。）
な
ど
、
画
期
的
な
試
み
を
始
め
て
い
る
。
女
子
受
刑
者

と
そ
の
子
ど
も
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
点
は
、
女
子
受
刑
者
の
み
な
ら
ず
そ
の
子
ど
も
の
将
来
に
と
っ
て
も
、
極

（
2
）

（
3
）
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め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
だ
け
で
な
く
日
本
に
お
い
て
も
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
日
本
で
も
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
刑
務
所
に
お
い
て
受
刑
者
の
子
ど
も
を
養
育
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
制
度
は
十
分
な
も
の

と
は
言
え
な
い
。
本
稿
で
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
い
て
子
ど
も
を
刑
務
所
の
中
で
ど

の
よ
う
に
養
育
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
考
察
を
及
ぼ
し
た
い
。

　

た
し
か
に
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
問
題
を
考
え
る
と
、
日
本
で
は
こ
れ
ら
の

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
の
次
の
段
階
を
考
え
る
と
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
女
子
受
刑
者
処
遇
、
特
に
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
大
き
い
。

２　

日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇

（
１
）　

は
じ
め
に

　

日
本
の
受
刑
者
処
遇
は
明
治
以
来
発
展
を
遂
げ
て
き
た
が
、
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
七

年
五
月
二
五
日　

法
律
第
五
〇
号
、
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
が
施
行
さ
れ
、
矯
正
を
更
に
大
き
く
前
に
進
め
る
契
機
と
な
っ
た
。
も
っ

と
も
、
処
遇
の
内
容
は
、
全
受
刑
者
の
中
で
約
九
二
％
を
占
め
る
男
子
受
刑
者
処
遇
を
中
心
と
し
、
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に
着
目
し
た

処
遇
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
法
で
は
特
別
改
善
指
導
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
主
と
し
て
男
子
受
刑
者
が
念
頭

に
置
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
女
子
受
刑
者
に
特
化
し
た
特
別
改
善
指
導
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
一
つ
と
っ
て
も
、
男
子
受
刑
者
処

遇
が
中
心
で
あ
る
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

183

フィンランドにおける女子受刑者処遇の現在（いま）

― ―



　

他
方
で
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
の
現
状
を
見
る
と
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
極
め
て
厳
し
い
処
遇
環
境
に
あ
り
、
そ
の

負
担
は
女
子
刑
務
所
に
配
属
さ
れ
た
女
子
刑
務
官
（
日
本
で
は
、
受
刑
者
を
同
性
の
刑
務
官
が
処
遇
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、

女
子
刑
務
所
に
配
属
さ
れ
て
い
る
刑
務
官
の
内
、
約
九
割
が
女
子
刑
務
官
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、

女
子
刑
務
所
で
働
く
刑
務
官
と
い
う
意
味
で
「
女
子
刑
務
官
」
と
す
る
。）
が
負
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
こ
の
状
況
は
放
置
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
女
子
刑
務
所
は
疲
弊
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
女
子
刑
務
所
で
は
、

各
刑
務
所
の
独
自
の
工
夫
に
よ
り
、
女
子
受
刑
者
の
特
性
に
配
慮
し
な
が
ら
処
遇
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
各
刑
務
所
の
工
夫

は
、
一
重
に
現
場
の
女
子
刑
務
官
の
熱
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
場
の
女
子
刑
務
官
の
み
に
厳
し
い
環
境
の
し
わ
寄
せ
を

す
る
べ
き
で
は
な
く
、
女
子
刑
務
所
の
環
境
を
整
え
る
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
男
子
刑
務
所
の
過
剰
収

容
も
解
消
さ
れ
た
今
こ
そ
、
女
子
刑
務
所
の
過
剰
収
容
状
況
を
解
消
す
る
な
ど
女
子
刑
務
所
の
環
境
を
整
え
、
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に

焦
点
を
当
て
た
処
遇
を
実
施
す
る
時
が
来
て
い
る
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
が
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。

（
２
）　

過
剰
収
容
下
で
の
処
遇

　

女
子
受
刑
者
数
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
ま
た
女
子
刑
務
所
は
過
剰
収
容
の
状
況
に
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
年
前
と
現
在
の
受
刑
者
数

と
比
較
す
る
と
、
平
成
四
年
か
ら
二
四
年
ま
で
の
間
、
男
子
受
刑
者
は
約
一
・
五
倍
と
な
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
女
子

受
刑
者
は
約
三
倍
と
な
っ
て
お
り
、
男
子
以
上
の
増
加
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
女
子
刑
務
所
は
過
剰
収
容
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
。

　

も
っ
と
も
近
年
、
法
務
省
は
、
過
剰
収
容
へ
の
対
応
と
し
て
女
子
刑
務
所
の
増
設
を
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
て
い
る
。

　

女
子
受
刑
者
の
収
容
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
刑
務
所
（
刑
事
施
設
の
中
で
、
医
療
刑
務
所
及
び
拘
置
所
を
除
く
）
は
、

（
4
）

（
5
）
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二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
ま
で
六
施
設
（
札
幌
刑
務
支
所
、
栃
木
刑
務
所
、
笠
松
刑
務
所
、
和
歌
山
刑
務
所
、
岩
国
刑
務
所
及
び

麓
刑
務
所
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
（
平
成
一
七
年
）
四
月
に
福
島
刑
務
支
所
が
開
設
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
一
九

年
）
四
月
に
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
に
女
子
受
刑
者
の
収
容
を
開
始
し
た
（
同
セ
ン
タ
ー
は
そ
の
後
収
容
棟
の
増
設
を
行
っ
て

い
る
）。
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
一
二
月
に
加
古
川
刑
務
所
に
女
子
収
容
棟
が
増
設
さ
れ
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）

一
一
月
に
四
国
で
初
め
て
の
女
子
受
刑
者
の
収
容
施
設
と
な
る
西
条
刑
務
支
所
が
開
設
さ
れ
た
。
女
子
刑
務
所
の
増
設
に
よ
り
、
女
子

刑
務
所
の
収
容
率
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
収
容
率
は
九
八
・
七
％
と
高
い
数
字
に
な
っ
て
い
る
。
一

般
に
適
正
な
処
遇
が
可
能
と
さ
れ
る
収
容
率
は
八
〇
％
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
。
過
剰
収
容
下
で
の
処
遇
を
強
い
ら
れ
て

い
る
点
が
、
女
子
受
刑
者
処
遇
を
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

（
３
）　

混
禁
に
よ
る
処
遇

　

女
子
刑
務
所
が
単
に
過
剰
収
容
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
受
刑
者
を
「
混
禁
」
し
て
い
る
こ
と
も
、
女
子
受
刑
者
処
遇
を
困
難
な
も
の

と
し
て
い
る
。
日
本
の
刑
務
所
は
、
受
刑
者
の
属
性
及
び
犯
罪
傾
向
の
進
度
の
組
み
合
わ
せ
、
別
に
収
容
施
設
に
分
け
て
い
る
が
、
こ

れ
は
原
則
と
し
て
男
子
受
刑
者
の
処
遇
に
限
る
。
女
子
受
刑
者
に
は
「
女
子
」
と
い
う
属
性
が
第
一
次
的
に
付
さ
れ
（
こ
れ
を
「
Ｗ
指

標
」
と
い
う
。
な
お
、「
男
子
」
と
い
う
属
性
は
な
い
。）、
犯
罪
傾
向
の
進
度
や
刑
期
の
長
短
は
女
子
刑
務
所
の
選
定
に
お
い
て
考
慮

さ
れ
な
い
（
た
だ
し
、
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。）。
女
子
受
刑
者
で
、
収
容
施
設
が
限
定
さ
れ
る
の
は
「
女
子
・
日
本

人
と
異
な
る
処
遇
を
必
要
と
し
な
い
少
年
」
及
び
「
女
子
・
少
年
院
へ
の
収
容
を
必
要
と
し
な
い
少
年
」
の
み
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

女
子
刑
務
所
で
は
、
男
子
刑
務
所
と
は
異
な
り
、
刑
期
や
犯
罪
傾
向
な
ど
に
つ
き
様
々
な
特
性
を
持
つ
受
刑
者
が
同
じ
刑
務
所
に
収
容

さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
混
禁
」
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
混
禁
」
状
態
に
あ
っ
て
も
、
各
刑
務
所
の
工
夫
に
よ
り
、
工
場

（
6
）

（
7
）
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の
配
置
等
に
つ
い
て
、
事
実
上
の
分
類
は
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
工
夫
も
、
女
子
受
刑
者
は
一
律
に
Ｗ
指
標
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
Ｗ
指
標
に
定
め
ら
れ
た
処
遇
方
針
の
も
と
に
処
遇
す
る
と
い
う
制
限
が
科
さ
れ
る
。
Ｗ
指
標
の
処
遇
指
針
に
は
、
①
自
立
性
を
養

わ
せ
、
生
活
設
計
を
確
立
さ
せ
る
た
め
の
指
導
を
す
る
こ
と
、
②
社
会
復
帰
後
の
自
立
に
有
用
な
知
識
、
技
能
及
び
資
格
を
取
得
さ
せ

る
た
め
の
指
導
を
す
る
こ
と
、
③
引
受
人
及
び
帰
住
先
の
確
保
及
び
維
持
の
た
め
の
指
導
及
び
援
助
を
す
る
こ
と
、
と
定
め
ら
れ
て
い

る
。
各
刑
務
所
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
様
々
な
特
性
を
持
つ
女
子
受
刑
者
を
処
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
）　

処
遇
困
難
受
刑
者
の
存
在

　

女
子
受
刑
者
に
は
処
遇
が
困
難
な
者
（
処
遇
困
難
受
刑
者
）
が
相
当
数
存
在
す
る
。
特
に
、
高
齢
受
刑
者
や
精
神
障
害
受
刑
者
な
ど

の
処
遇
困
難
受
刑
者
の
数
は
多
く
、
し
か
も
近
年
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
構
成
比
は
、

二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
以
降
上
昇
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
女
子
受
刑
者
中
に
占
め
る
割
合
は
一
二
・
八
％
で
あ
る
。
こ

の
数
字
は
、
男
子
受
刑
者
の
八
・
五
％
と
比
べ
る
と
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
女
子
受
刑
者
の
中
で
精
神
障
害
受
刑
者
の
占
め
る
比

率
は
一
五
・
四
％
で
あ
り
、
男
子
の
七
・
五
％
と
比
べ
る
と
や
は
り
高
い
。
二
〇
一
三
年
（
平
成
二
五
年
）
九
月
二
〇
日
現
在
で
、
拒
食

や
食
べ
吐
き
な
ど
の
異
常
な
食
行
動
を
繰
り
返
す
摂
食
障
害
の
あ
る
女
子
受
刑
者
は
一
〇
六
人
（
西
条
刑
務
支
所
を
除
く
九
施
設
に
収

容
中
の
女
子
受
刑
者
の
二
・
六
％
を
占
め
る
）
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
医
療
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
精
神
障
害
の
程
度

が
重
い
受
刑
者
を
除
い
た
数
字
で
あ
り
、
例
え
ば
、
摂
食
障
害
を
有
す
る
受
刑
者
は
、
八
王
子
、
大
阪
及
び
北
九
州
の
各
医
療
刑
務
所

に
収
容
中
の
女
子
受
刑
者
の
二
三
・
四
％
で
あ
っ
た
。

　

処
遇
困
難
受
刑
者
は
、
通
常
の
受
刑
者
と
異
な
る
処
遇
が
必
要
と
な
る
た
め
、
刑
務
官
の
手
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
一
人
の
処

遇
困
難
受
刑
者
に
対
し
て
多
く
の
刑
務
官
が
携
わ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
た
だ
で
さ
え
職
員
の
少
な
い
女
子
刑
務
所
に
と
っ
て
人
員

（
8
）

（
9
）

（
10
）
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が
割
か
れ
る
こ
と
と
な
り
大
き
な
負
担
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
５
）　

離
職
す
る
女
子
刑
務
官

　

今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
女
子
刑
務
所
は
、
過
剰
収
容
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
に
は
様
々
な
タ
イ
プ
の
女
子
受

刑
者
を
「
混
禁
」
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
に
は
、
処
遇
困
難
受
刑
者
も
相
当
数
含
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
場
環
境
で
あ
る
た

め
、
女
子
刑
務
官
に
離
職
者
が
多
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
出
来
る
。

　

刑
務
官
の
年
齢
構
成
を
見
る
と
、
男
性
も
合
わ
せ
た
刑
務
官
全
体
で
は
二
〇
歳
代
が
約
二
割
、
指
導
的
立
場
で
あ
る
五
〇
歳
代
が
約

三
割
で
あ
る
の
に
対
し
、
女
子
刑
務
官
で
は
二
〇
歳
代
が
約
五
割
、
五
〇
歳
代
は
わ
ず
か
に
約
一
割
し
か
い
な
い
。
相
当
数
の
女
子
刑

務
官
が
、
二
〇
歳
代
か
ら
三
〇
歳
代
に
か
け
て
、
離
職
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
一
定
の
経
験
を
積
ん
で
初
め
て
担

当
す
べ
き
役
職
を
、
ま
だ
十
分
な
経
験
を
積
ん
で
い
な
い
若
い
女
子
刑
務
官
が
担
当
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
若
い
女
子
刑

務
官
に
一
層
の
負
担
を
か
け
る
結
果
と
な
り
、
職
場
環
境
を
さ
ら
に
厳
し
く
し
て
い
る
。

（
６
）　

今
後
の
対
策

　

女
子
受
刑
者
処
遇
を
単
に
男
子
受
刑
者
処
遇
の
延
長
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
女
子
受
刑
者
特
有
の
問
題
点
に
着
目
し
、
そ
こ
に
焦

点
を
当
て
処
遇
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
、
女
子
刑
務
官
の
職
場
環

境
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
女
子
刑
務
官
の
人
員
の
不
足
の
解
消
は
急
務
で
あ
る
。
高
い
志
で
刑
務
官
を
志
し
て
も
、

厳
し
い
職
場
環
境
を
理
由
に
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
女
子
刑
務
官
が
後
を
絶
た
な
い
。
こ
れ
ら
の
若
い
女
子
刑
務
官
が
離
職
す
る
こ
と

を
防
ぐ
試
み
が
重
要
で
あ
る
（
な
お
、
男
子
刑
務
所
で
あ
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
刑
務
官
の
人
員
不
足
は
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
は
重
要
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で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
女
子
刑
務
所
の
場
合
に
は
、
混
禁
状
態
で
受
刑
者
を
収
容
し
し
か
も
そ
の
中
に
処
遇
困
難
者
が
相
当
数
含
ま
れ

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
男
子
刑
務
所
以
上
に
職
員
負
担
率
を
軽
減
す
る
必
要
が
あ
る
。）。

　

人
員
不
足
解
消
の
一
つ
の
対
策
と
し
て
、
過
剰
収
容
の
緩
和
が
必
須
で
あ
る
。
収
容
率
は
、
八
割
程
度
が
処
遇
に
適
切
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
こ
の
収
容
率
を
目
指
し
た
過
剰
収
容
対
策
を
取
る
こ
と
で
、
職
場
環
境
が
改
善
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
、
女
子
を

収
容
す
る
収
容
区
画
や
刑
務
所
の
増
設
が
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
手
法
等
に
よ
り
女
子
刑
務
所
を
増
設
す
る
こ
と
も
考

え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
原
則
と
し
て
女
子
刑
務
所
は
女
子
刑
務
官
が
配
属
さ
れ
る
が
、
男
子
刑
務
官
の
配
属
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
例
え
ば
、
北
欧

な
ど
の
刑
務
所
で
は
、
男
子
刑
務
所
は
男
子
刑
務
官
、
女
子
刑
務
所
は
女
子
刑
務
官
と
い
う
性
差
に
よ
る
配
属
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
女

子
刑
務
所
に
も
多
く
の
男
子
刑
務
官
が
配
属
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
日
本
の
現
状
を
考
え
る
と
、
女
子
受
刑
者
と
の
接
触
を
直
接

持
つ
よ
う
な
現
場
に
は
、
直
ち
に
は
男
子
刑
務
官
を
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
受
刑
者
と
直
接
の
接
触
を

持
た
な
い
幹
部
職
な
ど
に
は
よ
り
多
く
の
男
子
刑
務
官
の
配
属
な
ど
も
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
様
々
な
個
性
を
有
す
る
受
刑
者
が
混
禁
さ
れ
た
状
態
で
処
遇
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
定
の
社
会
人
経
験
を
経
た
方
の

中
に
は
、
刑
務
官
と
し
て
素
養
の
あ
る
方
も
多
く
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
社
会
人
の
中
途
に
よ
る
採
用
も
、
積
極

的
に
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

（
７
）　

処
遇
困
難
受
刑
者
へ
の
処
遇
―
北
九
州
医
療
刑
務
所
の
試
み

　

女
子
刑
務
所
は
様
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
精
神
障
害
受
刑
者
、
特
に
摂
食
障
害
を
持
つ
女
子
受
刑
者
に
対
し
て

北
九
州
医
療
刑
務
所
は
積
極
的
な
処
遇
を
行
っ
て
い
る
。
同
刑
務
所
で
は
二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
六
月
に
女
子
収
容
棟
を
完
成

（
11
）

（
12
）
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さ
せ
た
。
二
〇
一
二
年
（
平
成
二
四
年
）
五
月
に
女
子
の
精
神
障
害
受
刑
者
の
収
容
を
開
始
し
、
特
に
摂
食
障
害
を
持
つ
受
刑
者
へ
の

対
応
を
始
め
て
い
る
。
九
州
大
学
附
属
病
院
心
療
内
科
か
ら
瀧
井
正
人
氏
を
招
聘
し
、
現
在
、
同
氏
が
所
長
を
務
め
て
い
る
。
同
氏
の

も
と
、
摂
食
障
害
の
受
刑
者
へ
の
治
療
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
、
他
の
女
子
刑
務
所
に
も
波
及
し
始
め
、
例
え
ば
、

二
〇
一
四
年
（
平
成
二
六
年
）
一
二
月
に
は
「
摂
食
障
害
に
か
か
る
治
療
処
遇
に
関
す
る
研
究
会
」
を
開
催
し
、
九
〇
名
近
い
各
刑
務

所
の
医
療
従
事
者
や
刑
務
官
が
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
単
に
北
九
州
医
療
刑
務
所
だ
け
で
な
く
、
他
の
刑
務
所
に

も
広
め
る
試
み
は
極
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
。
各
刑
務
所
に
は
、
医
療
刑
務
所
に
移
送
す
る
ほ
ど
の
症
状
で
は
な
い
も
の
の
、
摂
食
障
害

を
は
じ
め
と
す
る
精
神
障
害
受
刑
者
が
相
当
数
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。こ
れ
ら
の
受
刑
者
に
対
応
す
る
た
め
に
も
、

有
効
な
試
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
北
九
州
医
療
刑
務
所
は
、
二
〇
一
五
年
（
平
成
二
七
年
）
一
月
一
日
現
在
、
居
室
定
員
一
九
名
の

と
こ
ろ
に
精
神
障
害
受
刑
者
三
四
名
を
収
容
し
て
お
り
、
そ
の
収
容
率
は
一
七
九
％
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
精
神
障
害
受
刑
者
の
内
、

摂
食
障
害
者
は
一
九
名
で
あ
り
、
最
も
多
い
病
名
と
な
っ
て
い
る
。）。
北
九
州
医
療
刑
務
所
の
試
み
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
も
、
こ
れ

以
上
の
負
担
を
同
刑
務
所
に
負
わ
せ
な
い
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

３　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
女
子
受
刑
者
処
遇

（
１
）　

は
じ
め
に
―
―
増
加
す
る
女
子
受
刑
者
へ
の
対
応
―
―

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
女
子
受
刑
者
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
受
刑
者
全
体
に
占
め
る
女
子
受
刑
者
の
割
合
（
女
子
比
）
も
増
加

し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
数
字
を
簡
単
に
見
て
い
く
と
、
女
子
受
刑
者
数
は
一
九
九
三
年
に
は
一
一
九
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

（
13
）
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二
〇
〇
〇
年
に
は
一
四
二
人
、
二
〇
〇
五
年
に
は
二
三
八
人
、
二
〇
一
〇
年
に
は
二
五
八
人
と
な
っ
て

い
る
。
二
〇
一
四
年
に
は
二
二
二
人
と
な
り
、
そ
の
数
は
若
干
減
少
し
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
増
加

傾
向
に
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
女
子
比
も
、
一
九
九
七
年
は
四
・
五
％
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

二
〇
〇
〇
年
に
は
五
・
三
％
、二
〇
〇
五
年
に
は
六
・
二
％
、二
〇
一
〇
年
に
は
七
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。

二
〇
一
四
年
に
は
、
若
干
減
少
し
七
・
四
％
と
な
っ
た
が
、
女
子
比
も
依
然
と
し
て
、
増
加
傾
向
に
あ

る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
人
口
一
〇
万
人
あ
た
り
の
女
子
受
刑
者
数
も
二
〇
〇
〇
年
は
二
・
七
人
で
あ
っ

た
が
、
二
〇
〇
五
年
四
・
五
人
、
二
〇
一
〇
年
四
・
八
人
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
に
は
四
・
一
人

と
減
少
し
た
が
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
〇
年
と
比
べ
る
と
依
然
と
し
て
増
加
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

　

女
子
受
刑
者
を
収
容
す
る
刑
務
所
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
全
国
で
一
〇
か
所
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
つ

て
、
こ
れ
ら
の
刑
務
所
は
全
て
男
子
の
刑
務
所
に
併
設
さ
れ
て
、
一
区
画
を
女
子
収
容
エ
リ
ア
と
し
て

用
い
る
か
、
あ
る
い
は
女
子
の
収
容
棟
を
設
け
て
受
刑
者
を
収
容
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
女
子
の
み

を
収
容
す
る
女
子
刑
務
所
が
な
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
女
子
受
刑
者
数
が
少
な
か
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
近
年
の
女
子
受
刑
者
の
増
加
か
ら
、
二
〇
〇
八
年
、
バ
ナ
ヤ

刑
務
所
（V

anajan V
ankila

）
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
唯
一
の
女
子
受
刑
者
の
み
を
収
容
す
る
女
子

刑
務
所
と
さ
れ
た
。
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
は
、
か
つ
て
は
男
子
受
刑
者
も
収
容
区
画
を
分
離
し
て
処
遇
し

て
い
た
が
、
女
子
受
刑
者
の
み
を
収
容
す
る
刑
務
所
と
な
っ
た
。
後
に
紹
介
す
る
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
中

心
と
し
て
実
施
し
て
い
る
の
も
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
あ
る
。

（
14
）

（
15
）

年 女子受刑者数
女子比

（刑務所内）
女子受刑者数

（10万人あたり）

2000年 142人 5.3％ 2.7人

2005年 238人 6.2％ 4.5人

2010年 258人 7.8％ 4.8人

2014年 222人 7.4％ 4.1人
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
か
つ
て
は
、
受
刑
者
処
遇
と
い
え
ば
男
子
受
刑
者
処
遇
を
示
し
、
女
子
受
刑
者
処
遇
は
そ
の
延
長
と
し
て
の
み

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
女
子
受
刑
者
と
男
子
受
刑
者
と
の
間
に
は
歴
然
と
し
た
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
に
着
目
し
た
処
遇
の
重
要

性
が
認
識
さ
れ
始
め
て
き
た
。
例
え
ば
、
女
子
受
刑
者
の
約
七
五
％
が
か
つ
て
暴
力
被
害
に
あ
っ
た
経
験
が
あ
り
、
被
害
者
と
し
て
の

側
面
を
持
つ
者
が
多
く
い
る
な
ど
、
男
子
受
刑
者
と
は
異
な
っ
た
問
題
を
有
す
る
。
ま
た
、
女
子
受
刑
者
の
場
合
、
そ
の
子
ど
も
、
特

に
子
ど
も
が
男
の
子
の
場
合
は
、
将
来
犯
罪
を
行
う
可
能
性
が
高
く
な
る
と
い
う
調
査
結
果
も
出
て
い
る
。
女
子
受
刑
者
の
場
合
、
次

世
代
へ
犯
罪
が
連
鎖
す
る
危
険
性
が
男
子
受
刑
者
に
比
べ
る
と
高
い
。
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
は
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
特
有
な
問
題
に
対

応
す
る
処
遇
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
の
試
み
の
中
で
最
も
中
心
的
な
も
の
が
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
４
で

項
を
改
め
て
述
べ
た
い
。

（
２
）　

女
子
受
刑
者
の
特
徴

　

女
子
受
刑
者
の
平
均
年
齢
は
約
三
七
歳
で
あ
り
、
初
入
五
二
％
、
二
入
一
七
％
、
三
入
一
〇
％
、
四
入
以
上
二
一
％
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
女
子
受
刑
者
に
子
ど
も
の
い
る
割
合
も
多
く
、
約
七
五
％
の
女
子
受
刑
者
に
子
ど
も
が
い
る
。

　

入
所
時
の
罪
名
を
見
る
と
、
暴
行
・
傷
害
の
身
体
犯
が
突
出
し
て
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
二
年
の
デ
ー
タ
で
は
、

窃
盗
等
の
財
産
犯
で
入
所
し
た
者
が
四
〇
名
、
覚
せ
い
剤
等
の
薬
物
は
三
〇
名
を
少
し
超
え
る
程
度
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
暴
行
・
傷

害
で
入
所
し
た
者
は
八
〇
名
を
超
え
全
受
刑
者
の
四
五
％
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
近
親
者
か
ら
暴
力
被
害
を
受
け
た
女
子
受
刑
者
が
多
い

の
も
特
徴
で
あ
る
。

　

女
子
受
刑
者
は
、
健
康
状
態
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
多
く
の
女
子
受
刑
者
が
、
薬
物
・
ア
ル
コ
ー
ル
に
依
存

し
て
お
り
、
精
神
障
害
に
罹
患
し
て
い
る
。
ま
た
、
肝
炎
、
糖
尿
病
な
ど
に
罹
患
し
て
い
る
受
刑
者
も
多
い
。
さ
ら
に
、（
日
本
で
は

（
16
）
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あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
が
）
ジ
プ
シ
ー
出
身
の
女
子
受
刑
者
も
多
い
。
ジ
プ
シ
ー
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
社
会
の
日
常
生
活
に
関
す
る
情

報
に
乏
し
く
、
そ
れ
ゆ
え
犯
罪
を
し
て
し
ま
う
場
合
が
多
い
と
言
わ
れ
る
。

　

女
子
受
刑
者
の
精
神
的
特
徴
と
し
て
、
一
般
的
に
、
男
子
受
刑
者
に
比
べ
て
も
自
尊
心
に
乏
し
い
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
女

子
受
刑
者
は
、
自
ら
が
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
羞
恥
心
を
強
く
持
っ
て
お
り
、
自
ら
の
存
在
に
価
値
が
な
い
と
考
え
る
傾

向
が
強
い
。

（
３
）　

女
子
受
刑
者
の
処
遇
―
―
作
業
、
教
育
、
家
族
面
会
に
つ
い
て
―
―

　

処
遇
の
内
容
は
、
作
業
や
教
育
等
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
特
養
的
な
点
は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
刑
務
所
で
は
、

多
様
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
特
に
、
女
子
に
特
化

し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
注
目
す
る
べ
き
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
生
ま
れ
た
ヴ
ィ
ン
（
Ｖ
Ｉ
Ｎ
Ｎ
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
た
点
で
あ

る
。

　

ヴ
ィ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
受
講
に
向
け
て
受
刑
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
上
げ
る
た
め
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
一
種
で
あ
る
。
こ
れ
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
か
ら
始
ま
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
、
北
欧
諸
国
で
は
既
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
も

多
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
を
中
心
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
作
業
や
教
育
以
外
で
は
特
筆
す
べ
き
は
家
族
面
会
で
あ
る
。
家
族
面
会
は
、
家
族
等
と
の
関
係
を
維
持
さ
せ
る
き
っ
か
け
と

な
り
、
社
会
復
帰
後
の
環
境
調
整
等
を
考
え
て
も
、
受
刑
者
の
改
善
更
生
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
特
に
女
子
受
刑
者
の
場
合
、
家
族

面
会
の
重
要
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
は
宿
泊
面
会
棟
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
家
族
等
が
宿
泊
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
家
族
面
会
の
相
手
は
、
父
母
、（
元
）
パ
ー
ト
ナ
ー
、
子
ど
も
等
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
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フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
約
七
五
％
の
女
子
受
刑
者
が
何
ら
か
の
形
で
暴
力
を
受
け
て
い
る
。
仮
に
そ
の
加
害
者
で
あ
る
夫
や
恋
人
な
ど
の

（
元
）
パ
ー
ト
ナ
ー
が
面
会
を
求
め
て
き
た
場
合
、
女
子
受
刑
者
及
び
（
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
る
受
刑
者
の
場
合
に
は
）
そ
の

子
ど
も
の
安
全
を
確
保
す
る
要
請
が
働
く
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
者
が
面
会
を
求
め
て
き
た
場
合
に
は
、
刑
務
官
が
女
子
受
刑
者
及
び

そ
の
（
元
）
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
、
現
在
の
両
者
の
関
係
や
面
会
を
す
る
理
由
等
の
事
情
を
聴
取
す
る
。
そ
の
際
に
、
例
え
ば
女
子
受
刑

者
が
面
会
の
意
思
が
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
女
子
受
刑
者
の
意
思
を
尊
重
し
面
会
さ
せ
な
い
。
家
族
面
会
を
通
じ
て
家
族
と
の
関
係
を

維
持
し
帰
住
地
調
整
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
被
害
者
性
の
あ
る
女
子
受
刑
者
に
つ
い
て
は
、
再
び
（
元
）
パ
ー
ト
ナ
ー
か

ら
の
暴
力
の
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
、
面
会
の
意
思
の
有
無
が
慎
重
に
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

子
ど
も
の
い
る
女
子
受
刑
者
の
処
遇
―
―
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
中
心
に
し
て
―
―

（
１
）　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
と
は
、
受
刑
者
等
に
子
ど
も
が
い
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
子
ど
も
が
二
歳
に
な
る
ま
で
（
た
だ
し
、
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
三
歳
ま
で
延
長
が
可
能
）、
刑
務
所
内
の
特
定
の
区
域
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
利
益

の
た
め
に
、
受
刑
者
と
子
ど
も
と
を
一
緒
に
生
活
さ
せ
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。

　

二
〇
一
〇
年
に
開
始
さ
れ
、
現
在
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
（
収
容
定
員
一
〇
名
、
既
決
）
及
び
ハ
メ
リ
ン
ナ
刑
務
所
内
未
決
収
容
区
域
（
収

容
定
員
三
名
、
未
決
）
で
実
施
し
て
い
る
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
女
子
受
刑
者
・
男
子
受
刑
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
子
ど
も
と
一

緒
に
生
活
出
来
る
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
申
請
は
女
子
受
刑
者
か
ら
し
か
な
い
こ
と
か
ら
、
女
子
受
刑
者
の
み

（
17
）

（
18
）
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を
収
容
し
て
い
る
（
今
後
、
男
子
受
刑
者
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
場
合
に
は
、
男
子
刑
務
所
内
に
特
定
の
区
画
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。）。

そ
の
意
味
で
、
現
時
点
で
は
、
受
刑
者
と
子
ど
も
と
の
関
係
は
、
少
な
く
と
も
刑
務
所
内
で
は
、
女
子
受
刑
者
の
問
題
と
し
て
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
で
中
心
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
に
お
け
る
家
族
ユ

ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

（
２
）　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
設
立
の
背
景

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
受
刑
者
の
子
ど
も
へ
の
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
従
来
か
ら
、
受
刑
者
の
子
ど

も
を
刑
務
所
内
に
居
住
さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
子
ど
も
を
刑
務
所
で
生
活
を
さ
せ
る

の
か
、
と
い
う
基
準
は
不
明
確
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
子
ど
も
が
刑
務
所
内
に
居
住
出
来
る
制
限
年
齢
も
な
か
っ
た
た
め
、
例
え
ば
五
歳

を
超
え
る
よ
う
な
子
ど
も
も
居
住
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
カ
イ
サ
・
タ
ン
ミ
・
モ
イ
ラ
ネ
ン
所
長
が
中
心
と
な
り
、
女
子
受
刑
者
と
そ
の
子
ど
も
へ
の
対
応

が
不
十
分
で
あ
る
な
ど
、
子
ど
も
を
刑
務
所
内
で
居
住
さ
せ
る
場
合
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
こ
の
問
題
を
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
が
取
り
上

げ
、
受
刑
者
の
子
ど
も
に
関
す
る
問
題
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、「
刑
務
所
内
で
の
母
親
と
子
ど
も
と
の
関
係
向
上
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
母
と
子
の
家
と
シ
ェ
ル
タ
ー
財
団
に
よ
り
立
ち

上
が
り
、
二
〇
一
〇
年
、
児
童
福
祉
法
が
改
正
さ
れ
る
と
い
う
形
で
実
を
結
ん
だ
。
同
法
は
三
八
条
三
項
で
「
二
歳
未
満
の
子
ど
も
は
、

開
放
刑
事
施
設
に
お
い
て
、
当
該
施
設
の
家
族
区
画
に
収
容
さ
れ
て
い
る
実
刑
を
科
さ
れ
又
は
勾
留
中
の
受
刑
者
と
と
も
に
、
そ
の
子

ど
も
の
支
援
と
し
て
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
歳
未
満
の
子
ど
も
は
、
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
で
あ
る
こ
と
に
疑
う
余
地
が
な
い

（
19
）
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場
合
に
は
、
家
族
区
画
に
お
い
て
継
続
し
て
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
三
八
条
三
項
）
と
改
正
さ
れ
た
。

　

こ
の
規
定
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
、
二
歳
未
満
の
子
ど
も
は
、
親
が
実
刑
に
科
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
勾
留
中
で
あ
る
場
合

に
、
開
放
刑
事
施
設
に
設
置
さ
れ
て
い
る
家
族
区
画
に
居
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
ま
た
、
例
外
的
で
は
あ
る

が
、「
子
ど
も
の
最
善
の
利
益
」が
あ
る
場
合
に
は
、三
歳
に
な
る
ま
で
は
継
続
し
て
子
ど
も
を
収
容
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
っ
た
。「
開

放
施
設
」
は
二
カ
所
が
指
定
さ
れ
て
お
り
、
実
刑
に
科
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
に
、
勾
留
中
で
あ
る
場
合
に
は
ハ
メ
リ

ン
ナ
刑
務
所
内
未
決
収
容
区
域
に
収
容
さ
れ
る
。

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
刑
務
所
内
で
「
受
刑
者
」
が
「
子
ど
も
」
を
育
て
る
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
。「
受
刑
者
」
と
い
う
面
に
着
目
す
れ

ば
処
遇
の
視
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、「
子
ど
も
」
と
い
う
面
に
着
目
す
れ
ば
子
ど
も
福
祉
の
視
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
刑
務
所
を
管
轄
す
る
法
務
省
（
具
体
的
に
は
、
そ
の
傘
下
の
矯
正
保
護
庁
が
管
轄
す
る
。）
と
、
子
ど

も
の
福
祉
を
管
轄
す
る
社
会
健
康
省
（
具
体
的
に
は
そ
の
傘
下
の
国
立
健
康
福
祉
研
究
所
が
管
轄
す
る
。）
の
両
省
が
提
携
し
て
設
立

さ
れ
た
。

　

二
〇
一
一
年
か
ら
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
の
実
際
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
は
、
国
立
健
康
福
祉
研
究
所
が
担
当
し
て
い
る
。
同
研
究

所
は
、
民
間
団
体
（K

anta-H
äm

een perhetyö ry

）
に
委
託
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
進
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
か
ら

地
理
的
に
近
い
ブ
オ
レ
ラ
国
立
少
年
施
設
（V

uorelan K
oulukoti

）
の
担
当
者
と
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
担
当
者
が
、
月
一
回
程
度
定
期

的
に
意
見
交
換
を
し
て
い
る
。
国
立
少
年
施
設
は
、
国
立
健
康
福
祉
研
究
所
管
轄
の
少
年
を
保
護
す
る
施
設
で
あ
り
、
非
行
、
虐
待
、

ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
中
毒
等
の
問
題
を
抱
え
る
少
年
が
収
容
さ
れ
て
い
る
。
国
立
少
年
施
設
に
は
、
少
年
へ
の
対
応
の
み
な
ら
ず
、
少

年
と
そ
の
親
と
の
関
係
作
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
、
受
刑
者
と
そ
の
子
ど
も
と
の
関
係
作
り

に
応
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
た
め
、
バ
ナ
ヤ
刑
務
所
と
ブ
オ
レ
ラ
国
立
少
年
施
設
と
の
担
当
者
が
、
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で

（
20
）

（
21
）
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そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
単
に
矯
正
保
護
庁
の
み
な
ら
ず
、
国
立
健
康
福
祉
研
究
所
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
に
、

高
度
に
社
会
福
祉
が
発
展
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
真
骨
頂
が
あ
る
と
い
え
る
。矯
正
保
護
庁
と
国
立
健
康
福
祉
研
究
所
の
各
担
当
者
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
尊
重
し
あ
い
な
が
ら
、
協
力
を
し
て
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
が
順
調
に
運
用
さ

れ
て
い
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
３
）　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
対
象
者
の
選
定

　

受
刑
者
は
開
放
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
る
と
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
参
加
す
る
た
め
の
申
請
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
仮
に
当
初
閉
鎖
刑

務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
て
も
、
閉
鎖
刑
務
所
か
ら
開
放
刑
務
所
に
移
送
さ
れ
収
容
さ
れ
る
こ
と
で
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
へ
の
申
請
は
可
能

と
な
る
。

　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
刑
務
所
の
分
類
に
つ
い
て
若
干
言
及
す
る
と
、
大
き
く
閉
鎖
刑
務
所
と
開
放
刑
務
所
の
二
つ
の
タ
イ
プ
と
に
分
類

さ
れ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
ま
ず
閉
鎖
刑
務
所
に
収
容
し
、
そ
の
後
開
放
刑
務
所
に
移
送
し
、
仮
釈
放
を
用
い
て
社
会
に
ソ
フ
ト

ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
受
刑
者
処
遇
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
収
容
当
初
よ
り
開
放
刑
務
所
に
収
容
さ

れ
る
受
刑
者
も
い
る
が
、
た
と
え
閉
鎖
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
、
開
放
刑
務
所
に
移
送
さ
れ
る
受
刑
者
も
相

当
数
い
る
。
当
初
よ
り
開
放
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
は
も
ち
ろ
ん
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
申
請
で
き
る
が
、
閉
鎖
刑
務
所
に
収

容
さ
れ
て
い
た
受
刑
者
も
開
放
刑
務
所
に
移
送
さ
れ
る
こ
と
で
申
請
が
可
能
と
な
る
。

　

以
上
の
受
刑
者
の
選
定
に
対
し
て
子
ど
も
の
選
定
は
、
地
方
自
治
体
の
社
会
福
祉
局
に
所
属
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
担
当
す

る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
子
ど
も
の
福
祉
は
、
主
と
し
て
地
方
自
治
体
の
社
会
福
祉
局
が
担
当
し
て
お
り
、
受
刑
者
の
子
ど
も
で
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あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
社
会
福
祉
局
に
所
属
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
、
受
刑
者
の
子
ど
も
に
最
も
適
し
た
環

境
の
調
整
を
す
る
。
そ
の
結
果
、
親
戚
の
も
と
に
預
け
ら
れ
る
子
ど
も
や
、
里
親
の
も
と
の
預
け
ら
れ
る
子
ど
も
も
多
い
。
も
っ
と
も
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
、
親
で
あ
る
受
刑
者
が
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
子
ど
も
の
利
益
に
な
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
家

族
ユ
ニ
ッ
ト
で
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
子
ど
も
は
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
二
歳
ま
で
居
住
で
き
る
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
が
、

子
ど
も
の
最
善
の
利
益
に
な
る
場
合
に
は
三
歳
ま
で
延
長
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

な
お
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
か
か
る
経
費
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
一
般
に
子
ど
も
の
福
祉
に
か
か
る
費
用
は
、
各
地
方
自
治

体
が
負
担
す
る
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
か
か
る
費
用
も
同
様
で
あ
り
、
各
子
ど
も
が
住
む
地
方
自
体
が
健
康
福
祉
省
に
支
払
う
こ
と
に
な

る
。
地
方
自
治
体
は
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
刑
務
所
に
居
住
す
る
子
ど
も
一
人
当
た
り
、
一
日
約
一
九
〇
ユ
ー
ロ
を
支
払
う
。

（
４
）　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
内
容

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
子
ど
も
の
利
益
を
優
先
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
居
住
環
境
に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
に
と
っ
て

の
安
全
な
環
境
づ
く
り
が
重
視
さ
れ
る
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
一
般
の
受
刑
者
の
収
容
区
画
と
は
独
立
し
た
区
画
で
運
営
さ
れ
て
い
る

の
も
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
が
一
般
の
受
刑
者
か
ら
悪
影
響
を
受
け
な
い
よ
う
に
と
、
子
ど
も
の
利
益
を
考
慮
す
る
か
ら
で

あ
る
。

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
入
所
し
た
最
初
の
一
週
間
程
度
は
、
居
住
環
境
に
慣
れ
る
こ
と
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
家
族
に
二

名
の
担
当
者
が
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の
予
定
を
決
め
て
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
の
生
活
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で

は
、
親
と
子
ど
も
の
関
係
作
り
を
支
え
る
と
と
も
に
、
個
々
の
家
族
の
必
要
性
に
応
じ
た
対
応
が
な
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
受
刑
者
と

い
う
立
場
か
ら
、
刑
務
所
内
の
規
則
は
適
用
さ
れ
る
が
、
母
親
と
子
ど
も
が
あ
た
か
も
家
庭
で
過
ご
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
環
境
を
作
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る
よ
う
に
配
慮
が
さ
れ
る
。

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
受
刑
者
に
親
と
し
て
の
子
ど
も
と
の
関
係
の
作
り
方
を
教
え
る
。
単
に
刑
務
所
内
の
み
な
ら
ず
、
受
刑
者
が

社
会
に
復
帰
し
た
後
、
受
刑
者
と
子
ど
も
が
二
人
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
収
容
さ
れ
て
い
る

女
子
受
刑
者
は
、
一
般
の
受
刑
者
と
は
異
な
り
、
子
ど
も
と
過
ご
す
時
間
を
中
心
に
し
て
一
日
の
計
画
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

毎
週
月
曜
日
に
は
、
非
常
勤
の
職
員
が
子
ど
も
を
預
か
り
、
女
子
受
刑
者
は
子
ど
も
と
の
関
係
作
り
に
つ
い
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
講

し
て
い
る
。
北
欧
の
女
子
刑
務
所
で
は
、
し
ば
し
ば
、
子
ど
も
の
将
来
の
た
め
に
親
と
の
関
係
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
親
と
子
ど
も
と
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
細
心
の
注
意
を
払
い
確
認
し
、
円
滑
な
社
会
復
帰
後
の

生
活
が
出
来
る
こ
と
を
目
指
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
親
と
子
ど
も
の
良
好
な
関
係
作
り
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
長
期
に
わ
た
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
バ
ナ
ヤ
刑
務
所

に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
と
健
康
福
祉
研
究
所
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
役
立
つ
と
と
も
に
、
先
ほ
ど
述
べ
た
、
ブ
オ
レ
ラ
国
立

少
年
施
設
と
月
に
一
回
程
度
親
と
子
ど
も
の
関
係
作
り
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
を
行
い
、
良
好
な
受
刑
者
と
子
ど
も
と
の
関
係
を
形
成

す
る
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
処
遇
上
の
副
次
的
な
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
女
子
受
刑
者
に
と
っ
て
は
子
ど
も
が
い
る
こ
と
で
、
改
善
更
生

の
効
果
が
上
が
る
と
言
わ
れ
る
。
女
子
受
刑
者
の
中
に
は
、
子
ど
も
と
一
緒
に
生
活
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
た
め
に
改
善
更
生
し
よ

う
と
決
意
を
新
た
に
し
、
刑
務
所
で
の
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

　

な
お
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
女
子
受
刑
者
は
、
母
親
と
し
て
の
側
面
か
ら
母
と
子
ど
も
と
の
関
係
の
作
り
方
を
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
学
ぶ

と
と
も
に
、
一
般
の
受
刑
者
と
し
て
の
側
面
か
ら
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
受
講
の
機
会
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
実
に
は
、
両
者
の
バ
ラ

ン
ス
を
図
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
一
般
に
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
の
生
活
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
必
ず
し
も
十
分
な
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改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
報
告
さ
れ
る
。
こ
の
背
後
に
は
、
受
刑
者
が
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

受
講
す
る
際
に
、
子
ど
も
の
世
話
を
誰
が
す
る
か
、
と
い
う
マ
ン
パ
ワ
ー
に
関
す
る
問
題
も
あ
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
い
て
も
、
家

族
ユ
ニ
ッ
ト
と
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か
と
い
う
点
は
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

（
５
）　

独
立
の
区
画
で
行
わ
れ
る
家
族
ユ
ニ
ッ
ト

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
一
般
の
受
刑
者
が
い
る
建
物
と
は
、
少
し
離
れ
た
建
物
を
使
っ
て
い
る
（
か
つ
て
こ
こ
は
守
衛
の
た
め
の
建
物

で
あ
っ
た
。）。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
は
、
あ
え
て
独
立
し
た
区
画
で
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
が
良
好
に
運
営
さ
れ

て
い
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
独
立
の
区
画
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、
概
ね
以
下
の
三
点
に
集
約
で
き
る
。

　

第
一
に
は
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
独
立
の
区
画
に
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
が
一
般
の
女
子
受
刑
者
か
ら
悪
影
響
を
受
け
る
こ
と
を
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
一
般
の
受
刑
者
に
は
言
葉
遣
い
が
悪
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
態
度
が
悪
か
っ
た
り
す
る
者
が
少
な
く
な
い
。

子
ど
も
は
こ
の
よ
う
な
受
刑
者
か
ら
、
悪
影
響
を
受
け
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
独
立
の
区
画
と
し
て
、
子
ど
も
が

一
般
の
女
子
受
刑
者
と
接
触
す
る
機
会
を
少
な
く
す
る
こ
と
で
、
悪
影
響
を
受
け
る
可
能
性
を
最
小
限
に
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、

女
子
受
刑
者
の
中
に
は
、
児
童
虐
待
等
を
行
っ
て
い
る
も
の
や
、
暴
力
犯
を
行
っ
て
い
る
者
が
存
在
す
る
。
特
に
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

女
子
受
刑
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
入
所
罪
名
が
暴
力
犯
で
あ
る
も
の
が
相
当
数
い
る
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
守

る
た
め
に
、
子
ど
も
が
他
の
一
般
の
女
子
受
刑
者
と
の
接
点
を
持
た
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
子
ど
も
が
泣

き
声
を
発
す
る
な
ど
の
様
々
な
子
ど
も
の
言
動
に
よ
り
、
他
の
受
刑
者
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
ト
ラ
ブ
ル
も
独
立
の
区
画
に
す
る
こ
と
で
防
ぐ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
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（
６
）　

早
期
仮
釈
放
制
度
（「
試
験
的
監
督
制
度
」）
の
利
用

　

児
童
福
祉
法
三
八
条
三
項
を
改
正
す
る
に
際
し
て
、
議
論
と
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
子
ど
も
の
刑
務
所
で
の
居
住
期
間
で
あ
る
。

同
条
項
は
、
三
歳
ま
で
子
ど
も
は
居
住
が
許
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
改
正
前
に
は
、
規
定
自
体
が
な
か
っ
た
た
め
、
三
歳
を
超
え

て
も
居
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
法
改
正
に
よ
り
居
住
期
間
を
三
歳
ま
で
と
限
定
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
収
容
期
間
を

短
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
か
え
っ
て
子
ど
も
の
利
益
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。

　

た
し
か
に
、
児
童
福
祉
法
は
三
歳
ま
で
と
年
齢
の
制
限
を
設
け
た
が
、
実
際
に
は
混
乱
は
生
じ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
現
在
、

バ
ナ
ヤ
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
受
刑
者
は
全
て
、
早
期
に
仮
釈
放
が
可
能
と
な
る
制
度
（
以
下
「
試
験
的
監
督
制
度
」
と
い
う
）

を
利
用
し
て
、
通
常
の
仮
釈
放
時
期
よ
り
も
早
く
出
所
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

簡
単
に
、
試
験
的
監
督
制
度
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
こ
の
制
度
は
、
過
剰
収
容
の
緩
和
と
受
刑
者
処
遇
の
個
別
化
の
観
点
か
ら
導

入
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
仮
釈
放
予
定
時
期
ま
で
の
残
刑
が
一
年
以
内
の
受
刑
者
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
よ
り
も
前
に
釈
放
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
（
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法
第
二
Ｃ
章
八
条
）。
試
験
的
監
督
制
度
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
受
刑
者
が
、
刑
務
官
、
雇
用

主
あ
る
い
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
と
協
力
し
、
釈
放
前
に
、
釈
放
後
の
生
活
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

受
刑
者
を
中
心
と
し
て
関
係
者
が
一
つ
の
チ
ー
ム
を
作
り
、
受
刑
者
が
社
会
で
ど
の
よ
う
に
生
活
を
す
る
か
に
つ
い
て
の
計
画
を
作
成

す
る
。
そ
の
上
で
、
釈
放
後
、
そ
の
計
画
を
も
と
に
、
刑
務
官
、
雇
用
主
あ
る
い
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
な
ど
が
、
受
刑
者
の
社
会

で
の
改
善
更
生
を
助
け
、
円
滑
な
社
会
復
帰
を
図
る
。

　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
い
る
受
刑
者
は
、
子
ど
も
が
三
歳
を
超
え
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
試
験
監
督
制
度
を
利
用
し
、
刑
務
所
に

い
る
段
階
か
ら
社
会
で
の
生
活
環
境
の
調
整
を
図
っ
て
い
る
。

（
22
）
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（
７
）　

社
会
と
の
連
携
―
受
刑
者
の
社
会
復
帰

　

釈
放
後
、
母
子
の
関
係
を
維
持
す
る
た
め
に
重
要
な
の
は
、
各
自
治
体
の
社
会
福
祉
局
に
所
属
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
役
割

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
務
所
か
ら
出
所
し
た
母
親
と
そ
の
子
と
の
関
係
も
例
外
で
は
な
い
。
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
学
ん
だ
内
容
を
実
社
会

で
活
躍
す
る
た
め
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
を
通
じ
て
の
支
援
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
、
試
験
的
監
督
あ
る
い
は
仮
釈
放
に
お
い
て
保
護
観
察
官
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
が
、
保
護
観
察
官
は
女
子
受
刑
者
の
犯
罪

の
側
面
に
着
目
し
て
処
遇
を
行
う
に
過
ぎ
ず
、
母
子
関
係
の
維
持
等
の
問
題
に
は
通
常
関
わ
ら
な
い
。

５　

日
本
が
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
学
ぶ
こ
と

（
１
）　

日
本
の
状
況
に
つ
い
て

　

日
本
の
刑
務
所
に
お
い
て
、
受
刑
者
が
子
の
養
育
を
す
る
場
合
（
刑
事
施
設
内
で
養
育
さ
れ
る
子
を
「
携
帯
乳
児
」
と
い
う
。）
の

規
定
及
び
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
い
（
な
お
、
法
律
上
は
、
女
子
刑
務
所
に
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
現
実
に
携
帯

乳
児
を
扱
う
の
は
女
子
刑
務
所
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
女
子
刑
務
所
に
限
定
し
て
検
討
す
る
）。

　

法
六
六
条
は
「
子
の
養
育
」
に
つ
い
て
規
定
し
、「
刑
事
施
設
の
長
は
、
女
子
の
被
収
容
者
が
そ
の
子
を
刑
事
施
設
内
で
養
育
し
た

い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、相
当
と
認
め
る
と
き
は
、そ
の
子
が
一
歳
に
達
す
る
ま
で
、こ
れ
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。」（
一

項
）
と
す
る
。
さ
ら
に
、
同
二
項
で
は
、「
刑
事
施
設
の
長
は
、
被
収
容
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
養
育
さ
れ
一
歳
に
達
し
た
子
に
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つ
い
て
、
引
き
続
い
て
刑
事
施
設
内
で
養
育
し
た
い
旨
の
申
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被
収
容
者
の
心
身
の
状
況
に
照
ら
し
て
、

又
は
そ
の
子
を
養
育
す
る
上
で
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
引
き
続
き
六
月
間
に
限
り
、
こ
れ
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
受
刑
者
の
子
ど
も
は
、
原
則
と
し
て
一
歳
ま
で
、
例
外
的
に
一
歳
六
か
月
ま
で
女
子
刑
務
所
に
お
い
て
養
育
さ

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

携
帯
乳
児
に
関
す
る
規
定
を
受
け
て
、
各
女
子
刑
務
所
は
携
帯
乳
児
の
た
め
の
居
室
・
設
備
等
を
用
意
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
女

子
刑
務
所
の
過
剰
収
容
等
の
現
状
か
ら
、
こ
れ
ら
の
居
室
・
設
備
等
の
多
く
は
通
常
の
受
刑
者
を
収
容
す
る
た
め
等
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
活
用
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
２
）　

家
族
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
学
ぶ
こ
と

　

日
本
の
携
帯
乳
児
の
状
況
は
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ

の
ヒ
ン
ト
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
あ
る
。

　

第
一
は
、
受
刑
者
と
子
ど
も
を
収
容
す
る
施
設
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
在
、
日
本
で
は
携
帯
乳
児
の
た
め
の
居
室
・
設
備
等
が
そ
も

そ
も
携
帯
乳
児
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
仮
に
利
用
し
た
と
し
て
も
、
一
般
の
受
刑
者

を
収
容
す
る
居
室
と
隣
接
し
て
お
り
、
十
分
な
施
設
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
、
一
般
の
受
刑

者
と
は
一
定
の
距
離
を
置
い
た
独
立
の
建
物
を
用
い
て
お
り
、順
調
に
運
営
さ
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
が
こ
の
点
に
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

日
本
で
も
受
刑
者
と
そ
の
携
帯
乳
児
に
つ
い
て
、
一
般
の
受
刑
者
と
は
少
な
く
と
も
居
住
空
間
を
分
け
て
収
容
す
る
べ
き
で
あ
る
。
別

の
建
物
を
使
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
理
想
で
あ
る
。
仮
に
そ
れ
が
難
し
い
場
合
で
も
、
例
え
ば
、
建
物
の
一
つ
の
フ
ロ
ア
ー
の
一
画
を
他

の
エ
リ
ア
と
区
分
す
る
な
ど
し
て
、
他
の
受
刑
者
と
の
接
触
が
出
来
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
十
分
に
代
替
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
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第
二
に
、
受
刑
者
と
子
ど
も
を
単
に
同
じ
居
室
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
受
刑
者
に
子
ど
も
と
の
関
係
の
築
き
方
を
教
え
る
こ
と
が

重
要
で
あ
ろ
う
。
社
会
復
帰
後
、
受
刑
者
と
子
ど
も
が
円
滑
な
関
係
を
作
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
副
次
的
に

は
、
こ
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
受
刑
者
自
ら
に
改
善
更
生
へ
の
意
欲
が
増
す
と
と
も
に
、
犯
罪
の
連
鎖
を
防
ぐ
一
つ
の
方
法

と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
特
別
改
善
指
導
の
一
つ
と
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
し
て
も
、

例
え
ば
、
各
刑
務
所
で
一
般
改
善
指
導
の
一
環
と
し
て
、
指
導
の
時
間
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

　

第
三
に
、
こ
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
担
当
す
る
職
員
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
に
あ
げ
た
よ
う
に
受
刑
者
と
そ
の
子
ど
も

と
の
関
係
の
作
り
方
を
教
え
る
こ
と
も
担
当
職
員
の
役
割
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
と
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
よ
う
に
他
の
官
庁
特
に
厚
生

労
働
省
な
ど
の
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
が
一
つ
考
え
得
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
も
国
立
少
年
施
設
の
知
恵
を
借

り
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
例
え
ば
少
年
施
設
の
職
員
を
配
置
す
る
な
ど
の
方
法
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
女
子
刑
務
所
で
、
ど
こ
ま
で
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
よ
う
に
子
ど
も
の
利
益
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
か
は
、

難
し
い
問
題
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
受
刑
者
と
子
ど
も
と
の
良
好
な
関
係
を
作
る
こ
と
で
、
受
刑
者
に
円
滑
な
社
会
復
帰
を
期
待
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
改
善
更
生
意
欲
を
増
す
こ
と
や
、
犯
罪
の
連
鎖
を
切
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
副
次
的
な
効
果
も
期

待
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
に
お
い
て
も
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
類
似
し
た
制
度
を
作
る
意
義
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と

考
え
る
。

６　

お
わ
り
に

　

現
在
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
は
、
ひ
と
え
に
、
現
場
の
女
子
刑
務
官
の
意
欲
と
工
夫
で
維
持
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
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は
な
い
。
し
か
し
、
高
い
志
を
持
っ
た
女
子
刑
務
官
の
み
を
頼
り
に
し
て
、
女
子
受
刑
者
処
遇
を
行
う
こ
と
に
は
、
限
界
が
来
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
刑
務
官
の
職
場
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
方
策
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

仮
に
こ
の
よ
う
な
条
件
が
整
っ
た
後
は
、
女
子
受
刑
者
の
特
徴
に
配
慮
し
た
処
遇
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
内
容
は
様
々
で
は
あ
る
が
、

特
に
今
後
は
、
母
親
た
る
受
刑
者
と
子
ど
も
と
の
関
係
の
構
築
を
考
え
る
、
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
の
よ
う
な
制
度
の
導
入
を
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　

今
、
日
本
の
女
子
受
刑
者
処
遇
は
大
き
な
曲
が
り
角
に
来
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
を
初
め
と
す
る

試
み
は
、
日
本
に
と
っ
て
極
め
て
有
益
な
経
験
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

※
本
稿
執
筆
に
あ
た
っ
て
在
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
日
本
国
大
使
館
藤
原
清
次
領
事
（
本
稿
執
筆
時
、
法
務
省
矯
正
局
よ
り
出
向
中
。）

に
多
大
な
ご
尽
力
を
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
深
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
１
）　

矢
野
恵
美
・
齋
藤
実
「
英
国
の
女
子
被
収
容
者
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
学
べ
る
こ
と
―
刑
務
所
庁
規
則
四
八
○
○
「
女
子
被
収
容
者
」
よ
り
―
」

刑
政
一
二
五
巻
一
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
二
～
五
七
頁
。

（
２
）　http://w

w
w

.e-stat.go.jp/SGI/estat/List.do?lid=000001120338

よ
り
算
出
。
ま
た
、
入
所
受
刑
者
の
女
子
比
は
た
し
か
に
数
字
は
高
く

な
い
も
の
の
、
毎
年
上
昇
し
て
お
り
、
平
成
二
五
年
は
九
・
三
％
で
あ
っ
た
（
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
『
平
成
二
六
年
版　

犯
罪
白
書
』

（
二
〇
一
四
年
）
六
二
頁
）。

（
３
）　

こ
の
中
で
、「
近
年
に
お
け
る
女
性
受
刑
者
の
増
加
に
対
し
、
薬
物
事
犯
者
の
占
め
る
割
合
の
高
さ
や
高
齢
者
に
お
け
る
窃
盗
の
占
め
る
割
合

の
高
さ
等
、
女
性
に
特
徴
的
な
傾
向
を
分
析
し
、
更
に
効
果
的
な
指
導
・
支
援
対
策
を
検
討
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）　

日
本
の
女
子
刑
務
所
の
状
況
を
詳
細
に
記
し
た
も
の
と
し
て
、
木
下
登
志
美
「
女
子
施
設
で
勤
務
し
て
」
刑
政
一
二
六
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
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二
六
～
三
三
頁
。

（
５
）　

男
子
受
刑
者
数
は
平
成
四
年
三
万
五
七
二
三
人
、
平
成
二
四
年
五
万
四
一
一
六
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
子
の
場
合
は
一
五
一
四
人
、

四
六
一
〇
人
で
あ
る
。

（
６
）　

法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編
『
平
成
二
五
年
版　

犯
罪
白
書
』（
二
〇
一
四
年
）
一
八
八
頁
。

（
７
）　

前
掲
（
２
）
犯
罪
白
書
六
一
頁
。

（
８
）　
「
受
刑
者
の
集
団
編
成
に
関
す
る
訓
令
の
運
用
に
つ
い
て
（
依
頼
通
達
）」
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
矯
正
第
三
三
一
五
号
別
表
４
。

（
９
）　

前
掲
（
３
）
一
八
九
頁
。

（
10
）　

以
上
の
平
成
二
五
年
九
月
二
〇
日
現
在
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
、
前
掲
（
３
）
一
九
四
頁
。

（
11
）　

矢
野
恵
美
・
齋
藤
実
「
美
祢
社
会
復
帰
促
進
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
受
刑
者
処
遇
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
」
刑
政
一
二
二
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）

二
二
～
三
四
頁
。

（
12
）　

記
述
し
た
内
容
は
平
成
二
七
年
一
月
二
三
日
に
北
九
州
医
療
刑
務
所
で
行
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
同
刑
務
所
で
行
っ
て
い
る
受
刑
者
に
対
す
る
治
療
内
容
と
し
て
は
、
瀧
井
正
人
『
摂
食
障
害
と
い
う
生
き
方
―
そ
の
病
態
と
治
療
』（
中
外

医
学
社
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
13
）　

現
在
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
人
口
は
約
五
四
〇
万
人
で
あ
り
、
数
字
が
出
た
場
合
に
は
考
慮
に
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
14
）　http://w

w
w

.prisonstudies.org/country/finland

（
15
）　

バ
ナ
ヤ
刑
務
所
の
施
設
は
、
か
つ
て
国
立
少
年
施
設
（K

oulukoti

）
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。

（
16
）　

女
子
受
刑
者
に
は
限
ら
な
い
が
、
性
犯
罪
の
被
害
が
親
密
な
関
係
に
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
知
り
合
い
か
ら
発
生
し
た
割
合
が
、
フ
ィ
ン
ラ

ン
ド
で
は
特
に
高
い
。
具
体
的
に
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
か
け
て
の
警
察
に
強
姦
罪
と
し
て
認
知
さ
れ
た
件
数
一
〇
一
八
件
の

う
ち
、
被
害
者
と
加
害
者
が
親
密
な
関
係
一
三
四
件
（
一
三
・
二
％
）、
知
り
合
い
四
八
七
件
（
四
七
・
八
％
）、
見
知
ら
な
い
者
二
七
〇
件

（
二
六
・
五
％
）、
そ
の
他
二
七
件
（
二
・
七
％
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
と
加
害
者
と
が
見
知
ら
な
い
場
合
は
、
全
体
の
約
四
分
の

一
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で
は
、
両
者
は
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
形
で
顔
見
知
り
で
あ
る
（H

eini K
ainulainen (2004) 

Raiskattu? O
ikeuspoliittinen tutkim

uslaitos 212

）。

（
17
）　

受
刑
者
と
子
ど
も
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
日
本
犯
罪
社
会
学
会
編
「
日
本
犯
罪
社
会
学
会　

第
四
一
回
大
会
要
旨
報
告
集　

二
〇
一
四
」
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（
二
〇
一
五
年
）
七
四
～
八
七
頁
参
照
。
こ
こ
で
「
セ
ッ
シ
ョ
ン
Ｄ　

犯
罪
者
を
親
に
も
つ
子
ど
も
へ
の
法
的
支
援
の
必
要
性
―
親
が
受
刑
中

の
場
合
」（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー　

矢
野
恵
美
）
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
家
族
ユ
ニ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
同
八
二

～
八
四
頁
に
簡
潔
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
18
）　

ハ
メ
リ
ン
ナ
刑
務
所
は
、
一
九
七
二
年
に
女
子
刑
務
所
と
し
て
開
所
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
男
子
受
刑
者
も
収
容
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
に

至
る
。
二
〇
一
二
年
の
時
点
で
、
収
容
定
員
数
は
一
七
三
名
で
、
そ
の
う
ち
女
子
の
収
容
定
員
数
は
九
四
名
で
あ
る
。

（
19
）　http://w

w
w

.ensijaturvakotienliitto.fi/

（
20
）　

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
は
、
子
ど
も
の
福
祉
に
関
連
す
る
政
策
は
、
社
会
健
康
省
が
管
轄
す
る
。
例
え
ば
、
た
と
え
非
行
を
し
た
少
年
で
あ
っ
て
も
、

刑
務
所
に
収
容
さ
れ
る
極
少
数
の
少
年
を
除
け
ば
、
社
会
健
康
省
の
管
轄
と
な
る
。

（
21
）　

齋
藤
実
「
少
年
刑
事
手
続
に
関
す
る
二
〇
一
四
年
少
年
法
改
正
と
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
少
年
法
制
の
現
在
（
い
ま
）」
獨
協
法
学
九
四
号

（
二
〇
一
四
年
）
五
七
～
八
一
頁
。

（
22
）　

齋
藤
実
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
受
刑
者
処
遇
の
現
在
（
い
ま
）
―
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
受
刑
者
処
遇
と
比
較
し
つ
つ
―
」
犯
罪
と
非
行
一
七
一

号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
二
頁
。
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